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「工事請負標準契約書の制定について」、「設計・測量・調査等業務標準 

 契約書の制定について」及び「発注者支援業務標準契約書の制定について」

の一部改正について 

 

 

「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」（昭和24年12月大蔵省

告示第991号）が令和８年３月６日財務省告示第54号により改正されたことに伴い、

「工事請負標準契約書の制定について」（平成８年１月24日付け港管第111号）の別

冊標準契約書、「設計・測量・調査等業務標準契約書の制定について」（平成８年

２月29日付け港管第444号）の別冊設計・測量・調査等業務標準契約書及び「発注者

支援業務標準契約書の制定について」（平成24年１月27日国港総第577号）の別冊発

注者支援業務標準契約書の一部を下記のとおり改正する。 

 

記 

 

（工事請負標準契約書の制定についての一部改正）  

１ 「工事請負標準契約書の制定について」（平成８年１月24日付け港管第111号）

の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

別冊 

 工事請負契約書 

別冊 

 工事請負契約書 



 

 

 

 

（前金払及び中間前金払） 

第３５条 （略） 

２～８ （略） 

９ 発注者は、受注者が第７項の期間内に超過額を

返還しなかったときは、その未返還額につき、同

項の期間を経過した日から返還をする日までの期

間について、その日数に応じ、年３パーセントの

割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求する

ことができる。 

 

（解除に伴う措置） 

第５４条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の場合において、第３５条（第４１条に

おいて準用する場合を含む。）の規定による前払

金［又は中間前払金］があったときは、当該前払

金の額［及び中間前払金の額］（第３８条及び第

４２条の規定による部分払をしているときは、そ

の部分払において償却した前払金［及び中間前払

金］の額を控除した額）を同項前段の出来形部分

に相応する請負代金額から控除する。この場合に

おいて、受領済みの前払金額［及び中間前払金

額］になお余剰があるときは、受注者は、解除が

第４７条、第４８条又は次条第３項の規定による

ときにあっては、その余剰額に前払金［又は中間

前払金］の支払いの日から返還の日までの日数に

応じ年３パーセントの割合で計算した額の利息を

付した額を、解除が第４６条、第５１条又は第５

２条の規定によるときにあっては、その余剰額を

発注者に返還しなければならない。 

４～９ （略） 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第５６条 （略） 

２ 第３３条第２項（第３９条において準用する場

合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅

れた場合においては、受注者は、未受領金額につ

 

（前金払及び中間前金払） 

第３５条 （略） 

２～８ （略） 

９ 発注者は、受注者が第７項の期間内に超過額を

返還しなかったときは、その未返還額につき、同

項の期間を経過した日から返還をする日までの期

間について、その日数に応じ、年２．５パーセン

トの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求

することができる。 

 

（解除に伴う措置） 

第５４条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の場合において、第３５条（第４１条に

おいて準用する場合を含む。）の規定による前払

金［又は中間前払金］があったときは、当該前払

金の額［及び中間前払金の額］（第３８条及び第

４２条の規定による部分払をしているときは、そ

の部分払において償却した前払金［及び中間前払

金］の額を控除した額）を同項前段の出来形部分

に相応する請負代金額から控除する。この場合に

おいて、受領済みの前払金額［及び中間前払金

額］になお余剰があるときは、受注者は、解除が

第４７条、第４８条又は次条第３項の規定による

ときにあっては、その余剰額に前払金［又は中間

前払金］の支払いの日から返還の日までの日数に

応じ年２．５パーセントの割合で計算した額の利

息を付した額を、解除が第４６条、第５１条又は

第５２条の規定によるときにあっては、その余剰

額を発注者に返還しなければならない。 

４～９ （略） 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第５６条 （略） 

２ 第３３条第２項（第３９条において準用する場

合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅

れた場合においては、受注者は、未受領金額につ



 

 

 

き、遅延日数に応じ、年３パーセントの割合 

で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求

することができる。 

き、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合

で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求

することができる。 

 

（設計・測量・調査等業務標準契約書の制定についての一部改正）  

２ 「設計・測量・調査等業務標準契約書の制定について」（平成８年２月29日付

け港管第444号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

別冊 

 設計・測量・調査等業務標準契約書 

 

（前金払） 

第３５条 （略） 

１～６ （略） 

７ 発注者は、受注者が第５項の期間内に超過額を

返還しなかったときは、その未返還額につき、同

項の期間を経過した日から返還をする日までの期

間について、その日数に応じ、年３パーセントの

割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求する

ことができる。 

 

（解除に伴う措置） 

第５０条 この契約が業務の完了前に解除された場

合において、第３５条の規定による前払金があっ

たときは、受注者は、第４３条、第４４条又は次

条第３項の規定による解除にあっては、当該前払

金の額（第３８条の規定により部分引渡しをして

いるときは、その部分引渡しにおいて償却した前

払金の額を控除した額）に当該前払金の支払の日

から返還の日までの日数に応じ年３パーセントの

割合で計算した額の利息を付した額を、第４２条

、第４６条又は第４７条の規定による解除にあっ

ては、当該前払金の額を発注者に返還しなければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完

別冊 

 設計・測量・調査等業務標準契約書 

 

（前金払） 

第３５条 （略） 

１～６ （略） 

７ 発注者は、受注者が第５項の期間内に超過額を

返還しなかったときは、その未返還額につき、同

項の期間を経過した日から返還をする日までの期

間について、その日数に応じ、年２．５パーセン

トの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求

することができる。 

 

（解除に伴う措置） 

第５０条 この契約が業務の完了前に解除された場

合において、第３５条の規定による前払金があっ

たときは、受注者は、第４３条、第４４条又は次

条第３項の規定による解除にあっては、当該前払

金の額（第３８条の規定により部分引渡しをして

いるときは、その部分引渡しにおいて償却した前

払金の額を控除した額）に当該前払金の支払の日

から返還の日までの日数に応じ年２．５パーセン

トの割合で計算した額の利息を付した額を、第４

２条、第４６条又は第４７条の規定による解除に

あっては、当該前払金の額を発注者に返還しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完



 

 

 

了前に解除され、かつ、前条第２項の規定により

既履行部分の引渡しが行われる場合において、第

３５条の規定による前払金があったときは、発注

者は、当該前払金の額（第３８条の規定による部

分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおい

て償却した前払金の額を控除した額）を前条第３

項の規定により定められた既履行部分業務料から

控除するものとする。この場合において、受領済

みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、

第４３条、第４４条又は次条第３項の規定による

解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの

日から返還の日までの日数に応じ年３パーセント

の割合で計算した額の利息を付した額を、第４２

条、第４６条又は第４７条の規定による解除にあ

っては当該余剰額を発注者に返還しなければなら

ない。 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第５２条 （略） 

２ 第３３条第２項（第３８条において準用する場

合を含む。）の規定による業務料の支払いが遅れ

た場合においては、受注者は、未受領金額につき

、遅延日数に応じ、年３パーセントの割合で計算

した額の遅延利息の支払いを発注者に請求するこ

とができる。 

了前に解除され、かつ、前条第２項の規定により

既履行部分の引渡しが行われる場合において、第

３５条の規定による前払金があったときは、発注

者は、当該前払金の額（第３８条の規定による部

分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおい

て償却した前払金の額を控除した額）を前条第３

項の規定により定められた既履行部分業務料から

控除するものとする。この場合において、受領済

みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、

第４３条、第４４条又は次条第３項の規定による

解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの

日から返還の日までの日数に応じ年２．５パーセ

ントの割合で計算した額の利息を付した額を、第

４２条、第４６条又は第４７条の規定による解除

にあっては当該余剰額を発注者に返還しなければ

ならない。 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第５２条 （略） 

２ 第３３条第２項（第３８条において準用する場

合を含む。）の規定による業務料の支払いが遅れ

た場合においては、受注者は、未受領金額につき

、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で

計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求す

ることができる。 

 

（発注者支援業務標準契約書の制定についての一部改正）  

３ 「発注者支援業務標準契約書の制定について」（平成24年１月27日国港総第577

号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

別冊 

 発注者支援業務標準契約書 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第５５条 （略） 

別冊 

 発注者支援業務標準契約書 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第５５条 （略） 



 

 

 

２ 第３５条第２項（第３８条において準用する場

合を含む。）の規定による業務料の支払いが遅れ

た場合においては、受注者は、未受領金額につき

、遅延日数に応じ、年３パーセントの割合で計算

した額の遅延利息の支払いを発注者に請求するこ

とができる。 

 

２ 第３５条第２項（第３８条において準用する場

合を含む。）の規定による業務料の支払いが遅れ

た場合においては、受注者は、未受領金額につき

、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で

計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求す

ることができる。 

 

 

 

附 則 

 本通達は、令和８年４月１日から施行する。それ以前のものについては、従前の例

による。 

 


